
資 料 ユ

【大規模地震対策特別委員会資料 下 水環境課】

放射性物質が含まれる下水汚泥について

県の流域下水道から生じる汚泥について

◆県では6箇所の流域下水道の処理場を運転 口管理しており、現在は 1日あたり平均

約 104ト ンの下水汚泥を処理している。

(県央 83トン、奥利根7トン、桐生フトン、西邑楽4トン、利根備前島 1.5トン、佐波司トン)
◆このうち、5月 2日 より6月 16日 までに生じた放射性物質を含む下水汚泥 3,800トン

は、セメントエ場などが受入を中止したため、肥料(2,300トン)及び緑化資材(1,500トン)
に製品化して保管している。

肥料については利用基準は満たしているが、風評被害等を懸念した農家等に販売でき

なかった。緑化資材については利用基準を超過していたため、利用できなかった。
◆6月 17日 以降の汚泥処分については、国の利用基準が示され、放射性物質の濃度も

下がつたことから、従来手法による処理サイクルで処分を継続している。

(現状 :セメントエ場 50トン、スラグエ場 15トン、肥料工場33トン、緑化資材工場6トン)
◆9月補正では年度内に発生が見込まれた 5,800トンの汚泥について、県外の管理型最終
処分場での焼却 口埋立処分を想定して予算化したところである。(5億 7500万円)

2 今 後の対応及び処分の見込み

◆肥料工場で保管中の汚泥 (2,300トン)の 扱い
・肥料として利用されなかったことから、県が処分を行うこととし、セメント原料とし
て再利用できるようセメントエ場と契約を結んだところである。

・処分終了は24年の 5月中旬を予定している。

◆緑化資材工場で保管中の汚泥 (1,500トン)の 扱い
。緑化資材としては利用できない放射性物質濃度であるため、県が処分を行うこととし、

再利用(スラグ化)で きる再資源化業者と契約を結んだところである。
・処分終了は24年 10月を予定している。

予 算 く9月 補 正 ) 実 施 予 定 (2月 補 正 後 )

数量(トン) 合計額 数 量 (トン) 合 計 額 備 考

肥料 化した汚泥 2,177 261百 万 円 2,300 66百万 円 焼却埋立
→セメント原料化

緑 化 資材 化 した汚泥 3,679 303T軍フ了『■ 1,500 195百万 円 焼却埋立
‐スラグ化(2箇所)

その他経費
(分析費 口容器代等)

1式 11百万 円 1=モ 19百万 円 分析回数の増加
備 品等の購入

合 計 575モ軍フ了F珂 280百万 円

3 東 京電力に対す る損害賠償請求について

◆東京電力本社に対して、 12月 に本請求の前段である事前協議申し出を行つた。
事前協議の内訳は、平成23年 11月 末までに確定した検査費用等で、総額は

約20,000千円である。

◆東京電力では、損害賠償に係る補償基準を2月 に決定するとしているため、その内容

を吟味すると共に、費用が発生した時点で請求を行つていく予定である。



資 料 2
東 日本大震災によ り被災 した児童生徒の学校 における受入れ状況について

教育委員会義務教育課、高校教育課

平成24年 2月 1日 調査

学 校 中 学 校 合 計

(ガヽ中)1年 2年 3年 4年 5年 6年 小 計 1年 2年 3年 小 計

単制 橋 4 5 3 7 4 2 2 5 4 3 8 3 3

伊 勢 崎 5 2 2 5 2 1 7 3 2 0

渋

榛 東
士

岡 2 2

玉 木寸
一向 崎 5 6 4 7 2 2 5 3 4 2 9

藤 岡 1 2 4 2 6

岡 2

安 中 2 4 4

上 野

ネ申 流

下 仁 田

南 牧

甘 楽 3 1 4

中 之 条 2 2

長 野 原

嬬 恋

草 津

一向 山

東 吾 妻 2 2 2 8 2 1 3

沼 田 4 3 3 3 4 1 5

片 「l口 2 1 5 1 3 8

場 2 2 5 5

み な か み 1 1 3 3

刀
日

誓
↑

桐 生 2 3 6 6

太 田 1 7 5 4 6 5 2 8 2 5 4 3 9

館 林 5 2 2 6 2 1 7 2 1 3 6 2 3

み ど り 2 5 2 3 8

板 倉

明
宅
↑ 2 5 5

千 代 田 2 2

大 泉 2 3 4

口巴 楽
△

計 2 4 3 7 3 1 3 0 3 3 2 5 1 8 0 1 9 2 1 1 3 5 3 2 3 3

(12/1) 2 4 3 9 2 7 2 8 3 4 2 4 1 7 6 2 3 2 2 1 2 5 7 2 3 3

(9/1) 2 5 4 0 2 7 2 9 3 3 2 4 1 7 8 2 4 2 2 1 1 5 7 2 3 5

(7/1) 3 1 3 8 3 1 3 0 3 5 3 0 1 9 5 2 4 2 5 1 2 6 1 2 5 6

(5/1) 3 1 4 2 3 2 3 3 3 9 3 2 2 0 9 3 0 2 6 1 7 7 3 2 8 2

(4/8) 3 1 3 9 3 1 3 1 3 6 3 0 1 9 8 2 6 2 7 1 8 7 1 2 6 9

公立高等学校
1年 2年 3年 合 計

8 5 2 4

(12/1) 9 5 2 5

(9/1) 1 0 1 3 5 2 8

(7/1) 1 2 1 2 7 3 1

(5/1) 1 2 1 2 8 3 2

(4/8) 7 7 2 1 6

特別支援学校
小6年 中1年 中2年 高2年 合計

(12/1)

(9/1)

(7/1)

(5/1) 3

( 4 / 8 ) 3



東日本大震災により被災した幼児児童生徒の学校における受入れ状況
について(私立学校)

平成24年3月1日現在

学事法制課調べ

可 私立全日制高等学校

2私 立中学校

総学校数 受入者数

6 0

3私 立小学校

総学校数 受入者数

1 0

4私 立特別支援学校(高等部)

総学校数 受入校数

0

5私 立幼稚園

前住所

総学校数 受入校数

受入者数

計 前住所1年  1 2年  i 3年

13 福島県

総園数 受入園数

受入者数

計3歳  1 4歳  1 5歳

124 24 91 12 32

福島県 101 91 9 28

宮城県 2 2

栃木県 2



資 料 3

学校における放射線量の測定について

教育委員会スポーツ健康課

1中 学校の校庭の定点測定について

各教育事務所 ごとに小学校 1校 (計5校 )の 校庭について、継続 して放射線量の測定

を行つている。

平成 23年 5月 27日 か ら平成 24年 2月 28日 まで 73回 測定 し公表 した。

【測定地点 :地上50 c m、 単 位 :マイクロシーベルト/h】

学 校  名 測定結果の範囲 平  均

前橋市立細井小学校 0。076～  0,118 0.087

高崎市立北小学校 0.035～  0.068 0.046

中之条町立中之条小学校 0.088～  0.186 0.109

沼田市立川田小学校 0。115～  0。215 0。144

太田市立宝泉東小学校 0.057～  0。114 0.071



資 料 4

学校給食用食材の放射能検査機器の設置口活用について

スポーツ健康課

コ ロ 的 ・趣旨

平成 23年 度国の第 3次 補正予算による文部科学省の新規補助事業である 「学校給

食検査設備整備費補助金」を活用 し、学校給食用食材の放射能検査機器を各教育事務

所単位で 5台 設置する。

市町村等が、給食で使用 される食材の事前検査を行 うことにより、保護者等に学校

給食に対す る理解や安心をもたらし、もつて学校給食の一層の安全 ・安心の確保やそ

の円滑な実施 を図る。

2 購 入する放射能検査機器

平成 24年 4月 1日 に改正 される予定である食品衛生法第 11条 第 1項 に基づ く食

品中の放射性物質に関する新たな基準値に対応 し、厚生労働省が定める 「食品中の放

射性セシウムスクリーニング法」に準 じた検査が実施できる機器。

3 予 算措置

平成 23年 度予備費 (12, 023千 円)(国 庫 1/2補 助)

※予備費対応の理由 ・・・検査機器の需要が多 く納品に時間を要するため、できる

限 り早 く検査を開始できるように予備費対応 とした。

4 検 査機器の設置予定箇所

5教 育事務所 (各事務所 1台 )

5 検 査機器の運用方法及び開始予定

学校給食用食材の検査を希望する市町村等は、検体 (調理前の学校給食用食材)を

機器設置箇所に持ち込み、自ら検査を行 う。

検査 日程等は、市町村等の希望を考慮 した うえで、県が調整 し、平成 24年 度から

実施する予定である。

C 検 査結果の公表

検体を持ち込み検査を行った市町村等がホー
ムページ等で公表することとする。



学校給食モニタリング事業について

スポーツ健康課

1 目 的 ・趣旨

平成 24年 度国の当初予算による文部科学省の新規委託事業である 「学校給食モニ

タリング事業」を活用し、学校給食を検査機関に依頼し検査する。

児童生徒等のよリー層の安全・安心の確保の観点から、学校給食一食全体について、

提供後に検査を行い、放射性物質の有無や量について継続して把握する。

2 予 算措置

平成 24年 度当初予算 (1, 848千 円)(国 庫 10/10委 託事業)

3 検 査方法

市町村から希望をとり実施校 (調理場)を 選定し、学校給食 1週間分をまとめて検

査機関に依頼し、ゲルマニウム半導体検出器による高精度の検査を継続的に実施する

予定である。

4 検 査結果の公表

検査結果は該当市町村に送付するとともに、群馬県ホームページで公表する。



平成 23年 3月 14日 (水)

観光局観光物産課

原発事故に伴う観光業の風評被害に係る賠償請求状況ついて

原子力発電所事故 に伴 う観光業の風評被害については、東京電力が昨年 10月 26

日に賠償金額の算定基準 を見直 しを行 った ことか ら、以降、請求が本格化 してい る。

■経 緯

9月21日 東京電力が観光業の風評被害について賠償額算定基準などを発表

①一律20%の 控除あり、②3月から8月までの6ヶ月間通算で算出

9月29日 県から東京電力あて要望書を提出

①20%控 除の根拠の明示すること、②通算でなく各月毎の算出とすること

10月26日 東京電力が、基準の改正について発表 (以下の 2つ から選択)

①3～5月の控除を20%、 6～8月は0%と する (3ヶ月毎の通算で算出)

②3～8月の控除を一律10%と する (6ヶ月の通算で算出)

※事業者はどちらか有利な方を選択できる。

■東京電力の対応
・専用のコールセンターを設けて被害者からの問い合わせに応 じている。

■県による観光事業者への支援
・説 明 会 昨 年 9月 に、県庁及び 5県 民局単位で観光事業者向けの説明会を実施
・相談窓口 県 庁観光物産課及び県内の各商工会、商工会連合会、商工会議所

(相談内容)宿 泊業、飲食業、サービス業 (写真業、エステ、コンパニオン)など多岐に渡

る事業者から、売上げの減少が賠償対象になるのか、請求の手続き方法はど

うするのか等の相談が寄せ られている。相談件数は 370件 (2/22現在)
・周  知  市 町村や各地の観光協会をは じめ、旅館ホテル生活衛生同業組合、旅行業

協会、バス協会など、およそ風評被害の対象 とな りうる業界には説明会・窓

口設置の案内を出し、HPで も周知を図つている。

■群馬県における賠償請求の状況 (2月29日現在)

請求書配布数 請 夏に 数 支 手ム 数

内旅館・

ホテル
内旅館・

ホテル
内旅館・

ホテル

11月末まで 4 1 7 2 1 0 9 7 4 9 0 0

12月 2 3 5 9 6 1 7 5 8 9 4 2 2 6

1月 1 2 8 5 3 1 3 4 6 8 6 8 3 4

2月 1 8 0 1 0 0 1 6 2 8 5 7 4 3 6

累 計 9 6 0 4 5 9 568 2 9 1 1 8 4 9 6

※ 旅館 ・ホテルの内数は概数


